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第３回山梨県理学療法士会「地域包括ケア・介護予防推進リーダー導入研修」のご案内 

 

 

拝啓 新春の候、ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は当士会の活動に対しご理解、ご協力

を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、超高齢社会の到来、地域包括ケアの推進が叫ばれる中で、当士会としましても理学療法士がその一

翼を担うことができますよう、地域支援事業等推進委員会を立ち上げ検討し、昨年２月にも推進リーダー研

修を実施しました。その後、三士会でリハビリテーション専門職団体協議会を設立し、合同での活動を強化

してきました。また、会員から推進リーダー研修開催の要望が多数寄せられ、今回第 3回地域包括ケア推進

リーダー並びに介護予防推進リーダー導入研修を下記のとおり開催することといたしました。 

 つきましては、ご多忙とは存じますが、多数の方のご参加をお願いいたします。なお、参加される方は、

受講資格をご確認いただきお申し込みください。 

敬具 

 

記 

 

日 時：平成27年 3月12日（土） １３：００～１７：００ 

 

場 所： 中小企業人材開発センター(予定) 

     

内 容：地域包括ケア推進リーダー並びに介護予防推進リーダー導入研修 

 

参加費 ：1,000円(会員：研修会当日、会員証をご持参ください) 

 

申し込み：山梨県理学療法士会事務局宛に別紙FAX用紙にて申し込みください。 

締切は 28年 2月 29日月曜日までとさせていただきます。 

 

受講資格：下記の１)～3) 条件のすべてにあてはまる方 

    １）山梨県理学療法士会会員 

２）協会のe-ラーニングで地域包括ケア推進リーダー並びに介護予防推進リーダー受講者 

  または士会推薦や認定理学療法士取得などによるe-ラーニングの免除登録者 

 

＊平成27年度の士会推薦の条件となる指定士会事業は以下①～③とさせていただきます。 

①第 34回関東甲信越ブロック理学療法士学会 

 平成27年 9月 12日、13日 アピオ甲府 

②山梨県訪問リハビリテーション実務者研修会 

         平成27年10月17日、18日 大木記念ホール 

③第 15回地域理学療法研修会 

 平成27年 11月 18日 玉穂生涯学習館 

④第 19回山梨県理学療法士会学術集会 

   平成28年 1月 17日 桃源郷文化会館 

＊①～④の学会・研修会のいずれかの参加で士会推薦の条件となります。 

＊その他のe-ラーニングの免除については、県士会ホームページで確認してください。 

 ＊e-ラーニングの協会への免除申請は、導入研修開催の 1週間前までにお願いいたします。 



問い合わせ先 

山梨県理学療法士会 事務局 

湯村温泉病院 理学療法科 

電話：055-251-6111 FAX：055-251-3597 

Mail：fuji3-yhp@hken.jp 

担 当：藤田・木村 

 

３）下記a)b)の両方の研修に参加した方（導入研修講義Ⅰに読み替えのため） 

(申込み時は参加予定で可能ですが、認定を受けるには参加が須要件です) 

 

a)平成28年 2月 4日（木）開催 

山梨県リハビリテーション専門職団体協議会主催 

「第2回地域支援事業等推進委員会研修会」 

b)平成28年 3月 6日（日）開催 

PT・OT・ST指導者育成研修会（県委託事業）後日案内いたします。 

 

   ＊上記の方が受講対象者となりますが、要件を満たさない場合でも受講は可能ですが、修了書は発行 

しません。 

 

＊地域包括ケアシステムに関する推進リーダー取得については、今年度から新人教育プログラムの修

了者が対象となります。県士会ホームページで確認をお願いします。 

               

 

以上 

 

 

 


